
- 1 - 

人事行政の運営等の状況をお知らせします 

●問い合わせ／人事課 人事係 内線2142 

市職員の職員数や給与の状況などを市民の皆さんによりいっそう理解していただくため、地方公務員
法・市の条例の規定に基づき、毎年その状況を公表しています。なお公表内容は、特段の説明がない
限り一般職の正規職員の状況となっています。 

１ 職員数の状況 
令和６年４月１日現在の職員数（市立病院を含む。）は1,628人で、前年比25人の増となっています

（病院が１人増、病院以外24人増）。 
 

 

 

(1) 採用・退職の状況                                   単位：人 

 一般行政職 

(うち派遣) 
専門職 医 師 看護職 医療技術職 技能労務職 

任期付 

研究員 

合計 

(うち派遣) 

退職 
(R5.4.1～R6.3.31) 

23(5) 5 23 29 6 2 0  88(5) 

採用 
(R5.4.2～R6.4.1) 

42(6) 12 22 17 11 7 2 113(6) 

※一般行政職：事務職、技師(土木、建築等)  ※専門職：保健師、保育士、介護員、教諭等 

※医療技術職：薬剤師、診療放射線技師、公認心理師、臨床検査技師、理学療法士、管理栄養士、作業療法士、 

言語聴覚士その他の病院勤務職 

※技能労務職：調理員 

 

(2) 等級別職員数の状況（令和６年４月１日現在。以下の給料表が適用されない職員を除く。） 

 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 合計 

行政職給料表  188 104 312 141 97 58 22  1 923 

医療職給料表(1)  26 14 41 1     82 

医療職給料表(2) 2 51 45 39 33 3    173 

医療職給料表(3)  129 205 80 22 10    446 

※行政職給料表：事務職、技師(土木、建築等)、保育士、介護員、教諭、調理員等 

医療職給料表(1)：医師 

医療職給料表(2)：薬剤師、診療放射線技師、公認心理師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等 

医療職給料表(3)：看護師、助産師、保健師 
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(3) 職員数の県内他市との比較 

令和６年４月１日現在の市民１万人あたり

の普通会計職員数は80.8人であり、県内19

市中11番目となっています。19市の平均は

77.9人であり、当市の人口規模である約10

万人に換算して比較すると、飯田市の職員

数の水準は平均を28.5人上回っています。 

○
市
民
１
万
人
あ
た
り
職
員
数 

令和６年４月１日現在
県内19市平均77.9人

  

 R5.4.1 R6.4.1 対前年増減数 

職員数 1,603 1,628 25 

 

単位：人 

単位：人 

飯
田
市

80.8人 
(11番目) 
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２ 職員給与の状況 
(1) 人件費の状況（各年度普通会計決算） 

 職員数 
職 員 給 与 費 

給料(基本給) 諸手当 期末・勤勉手当 計 

令和５年度 758人 2,612,734千円 541,734千円 1,077,195千円 4,231,663千円 

令和４年度 726人 2,573,196千円 548,376千円 1,046,731千円 4,168,303千円 

※諸手当は、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当などであり、退職手当は含みません。職員数は４月１日現在 

 

(2) 職員手当の状況（令和６年４月１日現在の制度） 
  ① 月額支給手当 国の制度に準拠しています。 

項目 説 明 

扶養手当 扶養親族のある職員に支給されます。 

住居手当 借家又は借間に居住し、一定額を超える家賃を支払っている職員に支給されます。 

通勤手当 公共交通機関又は交通用具等を利用して通勤する職員に支給されます。 

  

 ② 特殊勤務手当（令和６年４月の支給実績より） 
特殊勤務手当は、危険性、不健康性又は困難性を伴う勤務に従事した職員に支給される手当です。 

職種 支給職員/職員数 
支給職員１人 

あたり平均月額 
主な支給内容 

一般行政職   87/709人 0.5万円 税の賦課や徴収、用地交渉などを行った職員に１日につき定額を支給 

医師 58/82 5.2   医療業務に従事する医師に勤務した実績に応じて支給 

医療技術職 35/179 0.7   病院で救急患者のために待機を行った職員に１日につき定額を支給 

看護職・保健師 267/460 0.7   病院で深夜(22時～翌日５時)勤務を行った職員に１回につき定額を支給 

介護員 21/31 2.7   介護老人保健施設で深夜(22時～翌日５時)勤務を行った職員に１回につき定額を支給 

調理員 14/40 0.5   早出勤務を行った調理員に時間外勤務手当に替えて１回につき定額を支給 

 

③ 期末・勤勉手当(令和６年４月１日現在) 

支 
給 
率 

        期末手当 勤勉手当 
 ６月期 1.225月分 1.025月分 
 12月期 1.225月分 1.025月分 
   計   2.450月分 2.050月分 

④ 退職手当（令和５年４月１日現在）            ⑤ その他の諸手当等 

支 
給 
率 

         自己都合  早期退職  定年 
勤続20年 19.6695月分 －           24.586875月分 
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 33.27075月分 
勤続35年 39.7575月分 47.709月分   47.709月分 
最高限度 47.709月分 47.709月分   47.709月分 

○退職手当の支給率は、国家公務員の退職手当法に準拠して決定
しています。 

 

(4) 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 飯田市 国 

行政上級 
試験採用 
(大学卒程度) 

196,200円 

208,000円 
(総合職) 

196,200円 
(一般職) 

行政初級 
試験採用 
(高校卒程度) 

166,600円 
166,600円 
(一般職) 

(3) 特別職の給料・報酬の状況（令和６年４月１日現在） 

区分 実支給額 期末手当 

市長 925,000円 

 ６月期 1.700月分 
12月期 1.700月分 

   計   3.400月分 

副市長 760,000円 

教育長 669,000円 

市議会議長 499,000円 

市議会副議長 436,000円 

市議会議員 407,000円 

 

給料の調整額(病院勤務職員に支給)、

単身赴任、時間外勤務、休日勤務、 

夜間勤務、宿日直、管理職員特別勤

務、管理職、災害派遣 

○期末勤勉手当の支給率は、国や民間事業所の支給実態調査
に基づき人事院勧告がなされ、これに全国の市町村が準拠
して決定しています。また、より当地域の実態に近いもの
になるよう長野県人事委員会の勧告も考慮しています。 

○勤勉手当の支給率は職員の総支給額の上限であり、市では
人事評価に基づいた支給率の増減を行っています。 
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(5) 特別職の退職手当（令和６年４月１日現在） 

区分 退職手当の算出方法 

市長 給料月額×勤続月数(上限48月)×0.425 

副市長 給料月額×勤続月数(上限48月)×0.2975 

教育長 給料月額×勤続月数(上限36月)×0.221 

 

(6) 職員（職責別）の年間平均給与額（令和５年度） 
○職員は令和５年度末の一般会計職員であり、同年度中に退職・休職・育児休業した職員、年度中途

採用の職員を除いています。また、年収額は控除前の額であり、実際には諸税や健康保険・年金の
自己負担分などが控除されます。 

職責 職員数 平均年齢 
平均 

勤続年数 
平均給料額 

(基本給 年間) 
平均手当額 

(年間) 
年 収 

(控除前) 

部 長  15人 58歳５月 33年３月 5,152,680円 3,233,060円 8,385,740円 

課 長  45人 56歳５月 33年５月 4,877,640円 3,097,420円 7,975,060円 

課長補佐  73人 54歳０月 32年１月 4,675,565円 2,279,922円 6,955,487円 

係 長 132人 50歳５月 26年５月 4,404,695円 2,153,596円 6,558,291円 

役職なし 405人 37歳５月 13年３月 3,263,804円 1,479,053円 4,742,857円 

 

(7) 職員給与費の適正化の状況（令和５年度普通会計決算） 

  ①職員給与費の削減状況 

    市では、行財政改革大綱に基づき、職員給与の適正化に努めています。平成８年度から取り組ん

でいる全職員の昇給抑制、給料表の減額改正その他給与制度・諸手当の見直し、職員数の削減によ

り、平成８年度のピーク時に比べ、7.6％削減しています。 

  ②職員給与の県内各市(19市)との比較 

    地方公務員の給与は、法律により国や他の自治体職員との均衡を図る必要があるとされており、

そのための目安となる指標がいくつかあります。令和５年度普通会計決算に基づく県内各市との主

な指標の比較は次のとおりです。 
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○市民１人あたりの職員給与費（19市） 
 

4.7万円 
(９番目) 

飯 

田 

市 

飯 
田 
市 

ラスパイレス指数は、国と市の一般行政職(税務部門
や企業職、病院などを除く)の職員の基本給(４月分)
を比較しています。100以下であれば国を下回ってい
ることになります。 
 

万円 

１年間に支払われたすべての給与費を市の人
口で割ったものです。職員の給与が人口規模
に見合ったものであるか判断できます。 

県内各市 

ラス指数 平均給料月額 万円 

 
飯田市：ラスパイレス指数96.9(12番目) 

平均給料月額31.7万円(12番目)  
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３ 勤務時間その他の勤務条件の状況 
(1) 勤務時間、休憩時間、休日など（令和６年４月１日現在 標準職場の例） 

1週間の 
勤務時間 

１日の勤務時間の割り振り 
週休日・休日 

始業時刻 終業時刻 休憩時間 

38時間45分 午前８時30分 午後５時15分 正午～午後１時 
週休日：土曜日・日曜日 
休  日：祝日、年末年始(12月29日～１月３日) 

※業務内容により上記の勤務時間によらない職場や交代制勤務職場などでは、別に勤務時間を定めています。 
 

(2) 休暇・休業の状況 

休暇等の種類 概要・付与日数等 
取得状況等 

(R5.1.1～R5.12.31) 

年次休暇 
（有給） 

１年につき20日付与  ※翌年に限り繰越可能（最大20日） 平均取得日数10.1日 

療養休暇 
（有給） 

負傷又は疾病のため、療養する必要がある場合に認められる休暇 
療養に要する期間を付与(疾病等の種類により最大90日/180日) 

１週間を超える療養休暇取得者 
延べ122人 

特別休暇 
（有給） 

結婚、産前産後、忌引など特別な事由がある場合に認められる休暇 
休暇の種類により異なる期間を付与 

代表的な産前産後休暇の取得者 
延べ106人 

介護休暇 
（無給） 

日常生活に支障がある特定の家族を介護する場合に認められる休暇 
３回以内で通算６月の期間内において必要と認められる期間を付与 

延べ４人 

組合休暇 
（無給） 

職員団体の業務に従事する場合に認められる休暇 
１年につき30日以内で付与 

１人 

育児休業 
（無給） 

３歳に満たない子を養育する場合に承認される休業 延べ149人 

※療養休暇、産前産後休暇、介護休暇、育児休業の取得状況は、期間内に休暇等を開始した職員の延べ人数となって 
います。 

 

４ 分限処分・懲戒処分等の状況 

種類 概要 
処分件数等  

（令和５年度） 

分限処分 

職員が重い病気など一定の事由によってその職務を十
分に果たすことができない場合や廃職・過員などが生
じた場合に、本人の意に反してその身分に不利益な変
動をもたらす処分です。 

分限処分52件 
(免職０、休職52、降任０、降給０) 

懲戒処分・ 
矯正措置 

懲戒処分は職員の義務違反に対する道義的責任を問う
制裁処分です。この懲戒処分とは別に、訓告や口頭厳
重注意などの矯正措置があります。 

懲戒処分４件 
(免職０、停職０、減給０、戒告４) 
訓告等 ４件 

  ※処分件数は職員の延べ人数となっています。 

 

5
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11

市全体の支出に占める職員給与の割合です。市の
財政規模（予算の大きさ、つまり仕事量）に対し
て職員の給与が適正であるか判断できます。 

○市全体の支出に占める職員給与費の割合（19市） 

％ 

飯 

田 

市 

○市では、実際に支払われた決算額に基づく指標
で県内各市と職員給与を比較した場合、他市に
比べて著しく高い職員給与ではないものと考え
ておりますが、市の財政状況などを踏まえまし
て、引き続き職員給与の適正化に努力していき
ます。 

9.1% 
(７番目) 

県内各市 
0 
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５ 服務の状況 

服務上の義務 

(地方公務員法) 

職務専念義務、信用失墜行為の禁止、

守秘義務、政治的行為の制限、争議行

為等の禁止、営利企業等への従事制限 

上記義務に対する

違反(令和５年度) 
０件 

 

６ 退職管理の状況 

  飯田市職員の再就職状況の届出に関する訓令に基づき届出のあった、令和５年度退職者（課長級以上）

の再就職については次のとおりです。 

退職者数 
（課長級以上） 

再就職 計１人 
再就職
しない 

把握し
ていな
い者 

当該団体内

に就職 

他の地方公

共団体等に

就職 

地方独立行

政法人 

地方三公社 

（住宅供給・土地

開発・地方道路） 

非営利法人 営利法人 自営業 

 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ 

 

７ 研修及び人事評価の状況 

 (1) 職員研修の状況（令和５年度） 

普通会計決算額 8,141千円（前年度 5,358千円） 

１ 新規採用職員研修                        参加者数/対象者数 単位：人 

新規採用職員研修 職務上必要な基礎知識習得（文書事務、接遇、自治体の仕組み、公務員倫理等） 89/89 

体験研修 地域住民との農業体験を通じて、地域における公務員のあり方を研修します。 63/66 

法務初任者研修 文書事務、地方自治制度、個人情報保護などの基礎知識を習得します。 45/45 

正式任用前研修 正式任用までの振り返り、財政状況等の職員として必要な知識を習得します。 68/70 

自動車安全運転講習 安全運転に関する啓発を行い、運転技能について受講します。 65/71 

議会傍聴研修 市議会一般質問を傍聴し、市政における議会の権能や役割について学習します。 40/40 

 
２ 年齢別階層別研修 

新任課長研修 管理監督者の役割を認識、現場管理や部課育成能力を習得します。 15/15 

管理職ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修 管理職員の業務管理ｽｷﾙ底上げのため、部下指導・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ実践について研修しま

す。 

73/87 

係長研修 係長職の役割を認識し、部下の指導方法を習得します。 34/35 

中堅職員研修 中堅職員に必要な問題解決ｽｷﾙとﾁｰﾑﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ力を養成します。 12/17 

課長補佐研修 業務遂行能力の向上、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｷﾙ、OJT等についての実践方法を研修します。 16/18 

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止研修 ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止について、一般職員、係長級・課長補佐級、所属長、相談員向けにそれ

ぞれ研修を行います。 

111/111 

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ集団分析活

用研修 

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸの集団分析の結果から、職場づくりのためのヒントを整理し、今後の職場

改善活動へ繋げる研修を行います。 

122/122 

人事評価者研修 公平・公正な人事評価の技術向上を図ります。 29/30 

ﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修 ﾁｰﾑの力を引き出し、ﾁｰﾑの力で問題を解決し、成果を出すための実践方法を習得し

ます。 

12/15 

政策形成研修 研修内で新規事業を立案し、政策形成の基本、ﾌﾟﾛｾｽ、企画技法等を習得します。 12/15 

 
３ 選択研修（対象職員から公募若しくは職場の上司等からの推薦により参加する研修です。） 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修 目標管理の位置づけ、人材育成への活用についての理解を深めます。 2350 

ｾﾙﾌｹｱ研修 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽについて、自分自身(ｾﾙﾌｹｱ)又は管理監督者(ﾗｲﾝｹｱ)の視点から研修を行いま

す。 

23 

長期職員派遣 他自治体などへ職員を一年以上派遣し、将来を担う幹部候補生の育成を図ります。 ３ 

自主提案研修 自発的な研修意欲を高め、異業種との人脈形成、発想力の養成を図ります。 １ 

接遇研修 飯田市接遇ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく知識・技能を習得、住民ｻｰﾋﾞｽの向上を目指します。 27 

交通講話 交通事故防止のため、交通ﾙｰﾙの遵守と交通ﾏﾅｰの再確認を行います。 104 

市町村ｱｶﾃﾞﾐｰ 業務の専門的な知識の習得を行います。 ６ 
 

※参加者には一部、会計年度任用職員を含み、市立病院等配属先の業務に係る専門研修を除きます。 

 

 

市の職員には服務上の義務が地方公務員法第３
章第６節に規定されています。主な義務は右のと
おりです。 

なお、職務専念義務と営利企業等への従事制限
については、条例規則等で定める一定の条件のも
と、免除又は許可を行う場合があります。 
 

単位：人 



- 6 - 

 (2) 人事評価の状況（令和６年４月１日現在の制度） 

市では職員の人材育成を目的として人事評価制度を導入しており、職員一人ひとりの資質の向上や
組織として最大限の成果を発揮できる仕組みづくりを進めています。 

また、職員の能力や実績をより重視した処遇確立のため、給与制度や昇任制度の見直しを行ってい

ます。 

評価の種類 実施時期 被評価者 

昇給に係る人事評価 年１回（９月） 
全職員 

目標管理の成果確認及び勤務実績評価 年２回（９月、３月） 

昇任に係る人事評価 年２回（６月、11月） 該当職員 

 

８ 福祉及び利益の保護の状況 

(1) 福利厚生制度の状況（令和５年度） 

職員の健康管理 

普通会計決算額 29,728千円 （前年度 26,250千円） 

                  【受診者】 

１ 人間ドック          742人 
２ 定期健康診断        1,427人 
３ 健康診断結果による保健指導  658人 

                 【 受診者】 

４ 婦人科検診         460人 
５ メンタルヘルス対策（研修） 269人 
※受診者には一部、会計年度任用職員を含みます。 

職員の健康管理事業は、地方公務員法や労働安全衛生法などの規定に基づき実施するも
のです。 
上記の事業は、事業主の一部負担(市費)のほか、職員共済会、共済組合(公務員が加入す
る健康保険)、職員の個人負担などにより実施しています。 

職員共済会への 
補助 

普通会計決算額 5,921千円 （前年度 6,070千円） 
市が地方公務員法の規定により事業主として行うべき厚生事業の一部を、条例に基づき
設置している職員の互助組織（飯田市では「職員共済会」といいます）に実施させてお
り、それに要する費用の一部を職員共済会に対し負担しています。 

主な職員共済会事業：相互扶助事業、福利厚生事業、体育事業、健康管理事業 

 

 (2) 公務災害の状況 

市の職員が公務上、死亡したり、負傷又は疾病にかかったり、又
はその結果で障害が残った場合には、公務災害補償（民間の労働災
害保険にあたるもの）が行われます。 

 

９ 公平委員会の報告事項 

市の職員は労働基本権が制限されているため、その代償的措置として、公平委員会に対して勤務条件
に対する措置要求や不利益処分に対する審査請求できる制度が用意されています。 

令和５年度は、措置要求、審査請求ともにありませんでした。 
 
 

公務災害補償の請求件数 
（令和５年度） 

31件 

 




